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■時 
日
時
　
■場 
会
場
　
■内 
内
容
　
■対 
対
象
　
■定 
定
員
　
■費 
参
加
費
　
■申 
申
し
込
み
　
■問 
問
い
合
わ
せ
　
■ＨＰ 
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
■メール 
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
　
■他 
そ
の
ほ
か
　
■携 
携
帯
電
話

凡
例

非
常
勤
職
員

怯
保
育
園
（
保
育
士
・
保
健
師
・
看

護
師
）

　
市
立
保
育
園
で
勤
務
す
る
非
常
勤

職
員
を
募
集
し
ま
す
（
登
録
制
）。

胸
勤
務
日
時
…
平
日
・
午
前
7
時
～

午
後
7
時
、
土
曜
日
・
午
前
7
時
～

午
後
5
時
の
間
で
、
①
一
日
7
・
5

時
間
程
度
。
②
一
日
6
時
間
程
度
、

週
　
時
間
未
満
（
シ
フ
ト
体
制
）。

20
③
午
前
7
時
～
9
時
　
分
、
午
後
4

30

時
～
7
時
の
延
長
保
育
時
間
。

※
園
の
状
況
に
よ
り
勤
務
時
間
が
多

少
異
な
り
ま
す
。

胸
勤
務
場
所
…
市
立
保
育
園
。

■内 
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

■対 
健
康
で
保
育
の
仕
事
に
情
熱
を
持

つ
　
歳
未
満
の
人
。
勤
務
時
間
の
①
、
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パート英

　
歳
に
な
っ
た
ら
『
国
民
年
金
』
へ

20　
日
本
に
住
む
　
歳
か
ら
　
歳
未
満

20

60

の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に
加
入

し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
老
後
の
生
活
保
障

だ
け
で
な
く
、
万
が
一
、
病
気
や
け

が
で
障
害
が
残
っ
た
と
き
や
、
一
家

の
働
き
手
が
亡
く
な
っ
た
と
き
な
ど
、

あ
な
た
や
あ
な
た
の
家
族
を
守
っ
て

く
れ
ま
す
。

　
た
だ
し
、
加
入
の
届
出
や
保
険
料

の
納
め
忘
れ
が
あ
る
と
年
金
を
受
理

で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。「
あ

の
と
き
に
…
」
と
後
悔
す
る
前
に
、

国
民
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
。

【
加
入
に
つ
い
て
】

　
　
歳
に
な
る
人
に
は
、
日
本
年
金

20
機
構
か
ら
、
加
入
の
お
知
ら
せ
が
届

き
ま
す
。
市
役
所
ま
た
は
印
旛
・
本

埜
支
所
へ
資
格
取
得
届
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
お
知
ら
せ
が
届
か
な
か
っ

た
場
合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
（
　
歳
前
に
就
職
し
て
厚
生
年
金

20

な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、
第
2

号
被
保
険
者
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、

加
入
の
手
続
き
は
不
要
で
す
）。

※
国
民
年
金
の
加
入
は
誕
生
日
の
前

日
か
ら
で
す
（
例
え
ば
4
月
1
日
生

ま
れ
の
人
は
3
月
　
日
か
ら
加
入
に

31

な
り
、
保
険
料
は
3
月
分
か
ら
発

生
）。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

（
緯
内
線
2
8
8
・
2
8
9
）。

年
金
相
談
所
を
開
設

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
年
金
に

関
す
る
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。

　
年
金
請
求
手
続
き
や
加
入
記
録
の

確
認
、
厚
生
年
金
に
関
す
る
こ
と
な

ど
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
事
前
に
基
礎
年
金
番
号
な
ど
が
分

②
は
、
保
育
士
、
看
護
師
、
保
健
師

の
い
ず
れ
か
の
資
格
を
有
す
る
人
。

③
は
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
人
。

胸
賃
金
…
保
育
士
9
1
0
円
～
1
街

0
1
0
円
（
経
験
年
数
に
よ
る
）、
看

護
師
1
街
1
4
0
円
、
保
健
師
1
街

1
8
0
円
（
通
勤
手
当
有
り
）。

■申 
履
歴
書
（
自
筆
で
写
真
張
り
付

け
）、
資
格
証
明
書
の
写
し
を
左
記

ま
で
提
出
。

■問 
保
育
課
保
育
班
（
緯
内
線
2
2

3
）。

　
　
歳
以
上
の
人
が
加
入
す
る
後
期

75
高
齢
者
医
療
で
は
、
原
則
と
し
て
個

人
の
年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き

（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
年
金
受
給
額
、
所
得
金
額
、

国
保
で
は
世
帯
要
件
な
ど
に
よ
り
、

特
別
徴
収
の
対
象
に
な
ら
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
。

怯
納
付
方
法
を
年
金
の
特
別
徴
収
か

ら
口
座
振
替
に

　
変
更
を
希
望
す
る
場
合
は
、
申
し

出
が
必
要
で
す
。

胸
申
し
出
期
間
…
1
月
　
日
峨
ま
で
。

31

期
間
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
4
月
分
の

中
止
手
続
き
に
間
に
合
い
ま
せ
ん
の

で
、
4
月
分
以
降
の
年
金
か
ら
中
止

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
の
納
付
状
況
に
よ
っ
て

は
、
口
座
振
替
に
変
更
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
口
座
振
替

の
残
高
不
足
に
よ
る
振
替
不
能
が
続

く
場
合
は
、
特
別
徴
収
に
戻
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

胸
申
し
出
方
法
…
①
す
で
に
口
座
振

替
を
利
用
し
て
い
る
人
は
、
認
め
印

と
保
険
証
を
持
参
。

②
　
歳
に
到
達
し
、
新
た
に
後
期
高

75
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
に
な
っ
た
人
、

国
保
税
を
新
規
に
口
座
振
替
す
る
人
、

振
替
口
座
を
変
更
す
る
人
は
、
認
め

印
と
保
険
証
の
ほ
か
に
事
前
に
利
用

す
る
金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
申
込

手
続
き
を
行
い
、
本
人
控
え
を
持
参

（
郵
送
で
の
申
し
出
も
可
能
で
す
の

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）。

③
す
で
に
納
付
方
法
変
更
の
申
し
出

を
し
て
い
る
人
は
、
再
度
の
申
し
出

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※
介
護
保
険
料
・
市
県
民
税
の
特
別

徴
収
は
、
変
更
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

■問 
国
保
年
金
課
保
険
税
班
（
緯
内
線

2
8
1
～
2
8
4
）、
高
齢
者
医
療

年
金
班
（
緯
内
線
2
8
9
、
2
9
9
）。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
検
査

費
用
を
助
成

　
市
で
は
、
4
月
か
ら
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
の
人
間
ド
ッ
ク
・
脳

ド
ッ
ク
検
査
費
用
を
助
成
し
て
い
ま

す
。

■対 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
後
期
高
齢

者
医
療
の
被
保
険
者
（
た
だ
し
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
対
象

と
な
り
ま
せ
ん
）。

①
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
滞
納

し
て
い
る
人
。

②
市
で
実
施
す
る
健
康
診
査
を
受
診

し
た
人
（
脳
ド
ッ
ク
の
み
の
検
査
は

対
象
と
な
り
ま
す
）。

胸
助
成
額
…
検
査
費
用
の
2
分
の
1
。

▼
人
間
ド
ッ
ク
（
限
度
3
0
街
0
0

0
円
）。

▼
脳
ド
ッ
ク
（
限
度
額
2
0
，
0
0

0
円
）。

■申 
検
査
医
療
機
関
に
予
約
後
、
検
査

を
受
け
る
1
週
間
前
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
申
請
時
に
は
被
保
険
者

証
・
印
鑑
を
持
参
し
、
国
保
年
金
課

高
齢
者
医
療
年
金
班
・
印
旛
支
所
・

本
埜
支
所
の
市
民
福
祉
課
の
窓
口
で

申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
申
請
書
は
左

記
窓
口
・
印
旛
支
所
・
本
埜
支
所
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
可
）。

※
郵
送
で
の
お
申
し
込
み
は
左
記
ま

で
。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班

（
〒
2
7
0
―
1
3
9
6
印
西
市
大

森
2
3
6
4
―
2
・
緯
内
線
2
8

8
・
2
8
9
）。

か
ら
な
い
と
相
談
を
受
け
ら
れ
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。

■時 
1
月
　
日
牙
・
午
前
　
時
～
午
後

26

10

3
時
　
分
。

15

■場 
市
役
所
（
大
森
）。

■定 
8
人
（
予
約
制
）。

■申 
1
月
　
日
画
ま
で
に
電
話
で
左
記

13

ま
で
（
先
着
順
）。

■問 
国
保
年
金
課
高
齢
者
医
療
年
金
班
。

「
平
成
　
年
分
公
的
年
金
等
の

23

　
　
　
源
泉
徴
収
票
」
を
送
付

　
平
成
　
年
中
に
厚
生
年
金
、
国
民

23

年
金
な
ど
の
老
齢
、
ま
た
は
退
職
を

支
給
事
由
と
す
る
年
金
を
受
け
取
ら

れ
た
み
な
さ
ん
に
、
平
成
　
年
中
に

23

支
払
わ
れ
た
年
金
の
金
額
や
、
源
泉

徴
収
さ
れ
た
所
得
税
額
や
特
別
徴
収

さ
れ
た
保
険
料
な
ど
を
お
知
ら
せ
す

募
集

国
保
税
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

の
納
付
方
法
を
口
座
振
替
へ

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
全
員
が
　
歳
以
上
　
歳
以
下
の
世

65

74

帯
は
、
世
帯
主
の
年
金
か
ら
保
険
税

が
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ
れ
ま
す
。

1月311月31日日峨峨はは国民健康保険国民健康保険税税・・
後後期期高高齢齢者者医医療療保保険険料料・・介護保険料介護保険料のの

納期納期限限
　1月31日峨は、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
の第7期および介護保険料の第6期納期限です。納め忘れの
ないようにお願いします。口座振替をご利用の人は、残高不
足のないようご確認ください。
　納付が困難な場合は、そのままにせず下記窓口で納付相談
をしてください。
【保険税（料）が未納の場合】
　保険税（料）を未納のままにすると、各保険サービスを利用す
る際に制限を受ける場合があります。
■問 【国民健康保険税について】国保年金課保険税班（緯内線
281～284）。
【後期高齢者医療保険料について】国保年金課高齢者医療年金
班（緯内線289・299）。
【介護保険料について】介護福祉課介護保険班（緯内線277）。

年
金

る
「
平
成
　
年
分
公
的
年
金
等
の
源

23

泉
徴
収
票
」
が
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
、
今
月
中
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
お
手
元
に
届
い
た
源
泉
徴
収
票
は

年
金
以
外
に
収
入
が
あ
り
、
所
得
税

の
確
定
申
告
を
す
る
と
き
や
、
源
泉

徴
収
の
還
付
を
受
け
ら
れ
る
と
き
に

必
要
で
す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て

く
だ
さ
い
。

　
も
し
、
源
泉
徴
収
票
を
紛
失
さ
れ

た
場
合
は
再
交
付
が
で
き
ま
す
の
で
、

左
記
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
「
障
害
年
金
」
や
「
遺
族
年
金
」

に
つ
い
て
は
、
非
課
税
で
す
の
で
、

源
泉
徴
収
票
の
送
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

■問 
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
緯
0
5
7

0
―
0
5
―
1
1
6
5
）、
Ｉ
Ｐ
電

話
（
緯
0
3
―
6
7
0
0
―
1
1
6

5
）。

「受診の際の一工夫…その２」
シリーズ・心の道標穎

■問 社会福祉課障害福祉班（緯内線268）

　精神的な疾患が疑われ、受診を勧めた
いのだけれど、周囲の心配をよそに本人
が受診を希望しない場合は、以下のよう
に工夫するのも一つの方法です。
　まずは、家族が医療機関に相談し、専
門家（医師や精神保健福祉士など）のア
ドバイスを受けてみましょう。
　医療機関に相談しにくい場合は、精神
保健福祉センターや保健所、市の窓口で
も相談することができます。
　実際の治療には本人の診察が必要にな

るので、「最近、元気がないみたいだ
ね。一緒に、相談してみようか」など
と、根気強く対応してみましょう。
　かかりつけ医（内科などのホームド
クター）がいる場合は、まずは、かか

りつけ医に相談してみてもよいでしょう。
　さまざまな対応をしていく中で、見て
見ぬふりをする、「病気だから病院に早く
行け！」とせき立て強制をする、うそをつ
いてだまして病
院に連れていく
ことは、本人の
抵抗感を増強す
ることとなるの
で控えた方がよ
いでしょう。

　市では、社会福祉課障害福祉班で保健師・精神保健福祉士が相談に応じます。

国
保


